
自動回転 ドアの安全規格
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大型 (直径 3m以 上 )の 自動 Ll転 ドアは1990

年 頃 に国内 に導 入 され始 め、商業施設 を中心

に 急 速 に 普 及 して466台 設 置 さ れ て き た'

(2004年 4月 16日時点)。図 1に 各種 自動 回転

ドアの例 を示すが、 これ らの 自動 回転 ドアの

普及 の背景 には、建築物 の高層化、高密度 化

に よ り多数 の人の出入 りを少 ない空 間で可 能

とす るこ とと、建築物 内の気密性 を保 つ ため

に人の出入 りに伴 う空気 の流れ を抑 える とい

う要求があ った。 この ような省 スペ ース化 と

熱負荷軽減 に よる省エ ネルギー化以外 に も、

特 に、高層 ビルで は、 ビル内の温度差 による

上昇気流 の発生 で ドアが 開閉 しに くくなる と

い う ドラフ ト現象 を防 ぐために、自動 回転 ドア

は有効 とされて いる。

しか し、2004年 3月 に発生 した大型 自動 回転

ドア に よる 6歳 男 児の死 亡事 故
〕を契機 に し

て、安全問題が クローズア ップされ、過去挟 まれ

や衝 突事故が多数 (270件、内怪我 あ り133件)

発 生 して い た こ とが 明 らか となった])。
事 故

を起 こ した ドアの製造者 や施設管理者 の責任

が問われた ことは当然 として も、大型回転 ドア

の安全基準 や規格が 国内には整備 されてい な

か つた とい う行政上 の問題点 も浮 き彫 りに さ

れた。死 亡事故後 に既存 の大型 自動 回転 ドア
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の使用中止や撤去が相次 ぎ、新設 もほとんど

見送 られた。 ド アの運用管理のみでは事故の

抑止力 として不安があると半J断 されたためで

ある。

自動 回転 ドアの利使性 を生 か して安全 に

本U用するためには、その危険性 を認識 した上

で安全 な自動回転 ドアの製品を設計 ・製造す

ることが先決である。そのため、自動回転 ドア

の設計 ・製造者 が製品の設計 等に当た って

遵守すべ き事項が検討 され、著者 らはこの」IS

原案作成に携 わった。そ して、半年間の検 Hhl

の結果、2005年 8月 30日付 けで 日本工業規格

(」IS)A4721「 自動 「BH転 ドアー 安 全性Jが

制定 されたい。本稿では、この」IS制定に至 っ

た経緯 とその概要について説明する。

死亡事故が発生す るまで、自動回転 ドアに

は公的な規格が整備 されていなかったが、国内

での大型 自動回転 ドアの普及が比較的最近で

あったため、 この業界にも共通の安全基準等

が ない状 況 であ った。国土 交通省や東京都

は、高齢者や身体障害者対象の建築設計指針

や福祉マニュアルで回転 ドアの危険性 をす旨摘

していたが〕、回転 ドア 自体の安全化 につい

ては言及 していなかった。一方、強制法規で

ある建築基準法 においては、火災等の避難時
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図 1 自 動回転 ドアの構造例 (死亡事故は2枚 羽根型で発生 した)



の回転 ドアの使用 を規制 しているが、製品 と

しての安全基準 という規定ではない。

回転 ドアの利用実績の多 い欧米では、199o

年代後半か ら自動回転 ドアの製品規格が作成

され、回転速度、 ド ア衝撃力、安全機能等が

規定 されているが、その規定方法や規定数4tL

は国毎に若千異 なっている。国内ではこれ ら

の海外規格の制約は受けないが、海外か ら輸入

されている大型 自動回転 ドア (国内総数の 6

割強).の中には、生産国の規格 に適合 してい

る例 もある。ただ し、輸入品であって も国内

使用 に当たって調整 を可能 としている例 も見

らオLる。

以上の状況か ら、 自動回転 ドアの事故防止

対策 につい て検 討 す る委 員会 が設置 され、

海外規格の分析 を含めて、国内における自動

回転 ドアの安全確保のためのガイ ドライン作

りが開始された (図2参 照)。このガイ ドライン

は同検討会設置後わずか 2カ 月で発行 され、

大型 自動 回転 ドアの事 故 防止対 策 と して、

ドア設置の建築計画か ら、 ド ア製造 ・供給、

施工、管理、保守 ・点検 に至 るまで広範 に要件

を規定 した。これを受けて、業界団体で も「大型

自動 回転 ドア安全対策マニュアルJを 発行 し

て、 ガイ ドライ ンの内容を製造者だけでな く

発注者や管理者 にも、 より周知、徹底 させ て

きた。 しか し、 このガイ ドライ ンでは技術的

な検 討 は不 十分 であ るため、今後取 り組 むベ

き課 題 と して公 的 な安全規格 の整備 の必要性

が報 告 され た°。例 えば、 ガイ ドライ ンで は、

挟 まれ防止対策が緩衝材 の圧縮 幅 と ドア羽tR

の制動距離 との比較 で示 されてお り、海外規格

のような挟 まれ (衝撃)力 に基づいた指標が

示 されていない。

そ こで、JIS原案 を検討す る委員会が新たに

設置 され、製品 としての 自動回転 ドアの安全

標準化 を目指すため、主に業界委員 と中立委員

により技術 的内容を吟味し、行政委員とユーザー

委員 を含 めて」IS原案 の作 成 を進 め られ た。

その結果、自動回転 ドアの設計 ・製造者が 目標

とすべ き設計方法 と具体的な挟 まれ力の規定

等の安全要求事項 を定めて、 さらに製造 され

た製品の安/‐P性が妥当かを校証する方法 も検討

した。

JIS原条の検討に当たっては、「自動回転 ドア

の事故防止対策 に関す るガイ ドライ ンⅢ
」の

製品安全 要 求事項 を改 めて検 証 した。この

ガイ ドラインの基本的考え方は、「死亡事故等

の重大事故 を生 じさせず、他の事故 も頻度を

低減するため多重安全等 を施す」とされ、直径

3m超 の大型 自動回転 ドアに対 して、主に次

の要求事項が規定 されている。

1)ド ア羽根 の戸先の最大周速度が065m/s

以下

2)子 供、高齢者、身体障害者のために低速

運転 (035m/s以 下)が 可能、また、他形式

の ドアを併設

3)ド ア戸先の制動距離 を、戸先 と方立 (円形

ウ ォー ルの回定柱)に 設 けた緩衝材 の

合言十J又縮幅 よ りも小 さくす る

4)人 体接 触検知、 ド ア進行 方 向の人体 の

非接触検知、安全間隔 (隙間)の 確保、

防御柵等の設置

以上 の要 求事項 は必須 要件 と して設計 ・

製造者 が実施すべ き規定 であ るが、本来 の

安全設計の考え方は、「死亡事故等の重大事故

2004年4月 国 交省、経産省で 「自動回転 ドア
の事故防止対策に関する検討会」設置

2004年6月 「自動回転ドアの事故防止対策に関する
ガイドライン」発行

2004年8月 「大型自動回転ドア安全規格」JiS原案作成委員会

2005年8月」iS A 4721「自動回転ドアー安全性」発行

大型自動回転 ドア安全対策マニュアル

図 2 自 動回転 ドアの安全性」iS発行に至る経緯
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を生 じさせ ない」 という要求基準 を満足すれ

ば良 く、その実現方法は自由なはずである。

そのような観点か ら見ると、ガイ ドラインは

扶 まれ危 険性 に対す る要求事 項が明確 で な

く、その実現方法は後付の安全方策に依存す

る傾向があ り、 また、各 々の方策の位置付 け

も明確 になっていない。

そこで、」IS原案作成委員会では、人体が ドア

に挟 まれ、衝突す る場 合の人体 の力 受容 の

限界か ら、挟 まれ事故に対する要求基準 (す

なわち、 ド ア回転力の安全設計 目標)を 求め

ようとした。しか し、その根拠 となる人体実験

デー タが乏 しく、 また、人体の決 まれ状態が

オフセッ トされたせん断状態に至るため、数値

の判 断が 困難で あ った。委員会 で は、既 存

デー タを参考に して改めて検証実験 を行 うこ

とにより回転力の許容規定値 を設走 した。

また、機械類の安全性 に関する国際規格の

考え方 を導入 して、 ド アの危険性 をリスクと

して把握、評価 して適切で合理的なリスク低減

を図 るこ ととした。 これ は機械 の安全 設計

原則
ゆを踏襲して、図 3に 示すような 3ス テップ

メソッ ドによる リスク低減 プロセスを実施す

るものである。 3ス テ ップメソッ ドは リスク

低 減 方 策実 施 の優 先順 位 を規 定 して お り、

ステ ップ 1は 次 まれないあるいは挟 まれて も

怪我 を しない構造 を、ステ ップ 2で は挟 まれ

る前あるいは挟 まれて も怪我する前に ドアが

制動 ・停止する仕組み (センサ等の保護装置、

インターロック)を求め、さらにインターロック

が働かな くて もよいように注意、警告の表示

を付加する。ステ ップ 3で は製造者が リスク

低減の限界 を提示 して残留 リスクヘの対処 を

ドア使用者 (建築物設計者、管理者、要員)

リスクアセスメン ト

」iS B 9702による

N0

リスク見積り

リスクの評価 他の危険
源が発生
するか ?

ステップ1

リスクは適切
に低減 されたか ?

(適切なリスク

危源は除去
できるか ?

意図したリス

クの低減は達
成 したか ?

リスクは本質的
安全設計方策で

リスクはガー ド

できるか ?

意図したリス

クの低減は達
成 したか ?

意図 したリス

クの低減は達
成したか ?

図 3 3ス テップメツッドによる自動回転 ドアの設計手順



」iS A 4721「自動回転ドアー安全性」

1 適 用範囲
2 引 用規格
3 定 義
・一般、構成要素、動作、安全関連

4 設 計方法及び手順
・リスクアセスメン ト
・本質的安全設計、安全防護及び付加保護、使用上の1青報提供

5安 全要求事項
・最大戸先同速度、回転力、緊急停止機能、最小隙間
・動作 ・駆動 ・機構部の安全性
・保護機器、捕足手段

6使 用に関する情報
・設置 ・操作説明言
・マーキング

7試 験方法
・最大戸先同速度、制動距離、最小隙間
・保護機器の感知範囲
・記録と保管

図4 自 動回転 ドアの安全性」Sの構成

へ委 ね る。 この プ ロセ スに よ り、本質 的安全

設計 の重要性 が認識 され る とともに、保護装置

の リス ク低 減効 果や さ らに残存 す る リス クの

処理 まで含 めた系統 的 な安全設 計が実行で き

る。

なお、上述の安全設計原貝けは自動回転 ドア

の大小によらずに共通に適用されるものであ

るため、JIS名称はガイ ドラインで適用範囲と

した大型という付J限を除いている。

4t,自 動回転 ドアJtSの 構成
と概要

4.1 適 用範囲

制 定 され たJIS A 4721「自動 回転 ドアー

安全性」
付は、図 4に 示す構成 となっている。

先ず、 1の 適用範囲は、起動、回転、減速、

停止の動作が手動 によらず に制御で き、複数

の ドア羽根 を持つ 自動 回転 ドアを対象 として

お り、大 き さ (内径)、 ドア羽 根 枚 数 及 び

ウォール形状 (PJ形、精円)の 差果で区別 し

ていない。 また、 ド ア羽根駆動部はモー タの

利用 を前提 としている。

4. 2 設 計方法及び手順

自動 回転 ドアの安全設計 は、 4の リス ク

アセ スメ ン トか ら開始 され る。 自動 回転 ドア

で想 定 され る主 な危 険源 は機械 的危 険源 であ

り、押 しつぶ し (挟まれ)、衝撃 (衝突)、巻 き

込みが本 げ られ る。 なお、挟 まれ また は巻 き

込 まれ後 はせ ん断の危 険源 を考慮す る場合 が

あ る。 これ らの危 険源 は ドア羽根 の進 行方 向

に危 険領域 として発生す る。図 5は 」ISで規 定

され た各危 険領城 を示 してお り、挟 まれ危 険

領域 は 固定 方 立 の 円周 延 長上 に500mm以 上

で 高 さ2000mm、 衝 突 危 険 領 域 は ドア羽 根

先頭 面高 さ2000mmで 制動距 離 以上の幅、巻 き

込 み 危 険 領 域 は ドア羽 根 先 頭 端 (戸先 端 と

上下枢端 )周 囲 に設定 され る。 これ らの危 険

領域 内へ利用者が進入す る際 に、各 々の危険源

が利用者 に及ぼす危害の程度 を想定 し、危険源

の低減 または抑制のための必要十分 な設計 目標

(基準値 )を 定め る ことが求 め られ る。

4の 手順 では、設計 米準値 を満足す るよう

に 3ス テ ップメ ソ ッ ドに従 って、危 険源及 び

リス ク低 減 の実 施 と リス ク評 価 を再 実 施 す

る。 最初 の ステ ップ 1で 自動 回転 ドアにお い

て適用可能な方法 は、ドア羽根回転速度の制限、

回転力の制限 (ドア羽棋 の軽量化 を合む)、巻 き

込 み 部 の最 小 隙 間 の確 保 、動 力機 構 の遮 断
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巻き込み危険領域
挟まれ危険領域

図 5 自 動回転 ドアにおける各危険領域 (2枝 羽根の場合)

及び伝達部の分離、ドア羽根及び方立の柔軟性

確 保 (構造、材 質)が例示 されて い るが、これ

らに限定 されない。ステ ップ 2で 実施可能 な

リス ク低 減 手 段 は、保 護 装 置 (人体 検 知

セ ンサ、停止制御)に よる安全防護 と付加保護

方策 (防護柵、緊急停止装置、警告表示等)

が考えられる。なお、ステ ップ 3に よるリスク

低減は ドア使用者が活用 して始めて効果があ

ることに注意が必要であるも

4.3 安 全要求事項

5の 安全 要求事項 には、安全方 策 を施 す

具体的な項 目と設計 目標 を設定 し、その 目標

と同等以上の安全性 を確保するための要件が

網羅 される。前述の ように、本来 リスクアセス

メン ト実施者 (アセ ッサ)力 S設計 目標 を定め

るものであるが、 この」ISは個 別機械特有の

要件 として次の許容設計 日標の 目安 を与える。

1)最 大戸先周速度 :利用者の ドア羽根衝突後

の転倒及び追従性 を考慮 して、ドア羽根戸

先端の最大周速度 を065m/sに 制限す る。

2)回 転力 (静的、動的):利用者が ドア羽根戸

先端 と方立端問への挟 まれる時に人体ヘ

深亥Jなダメージを与えない ドア羽根回転力

として、図 6に 示す ような動的 ピークカ

と静的力 に区別 して次 の通 り規定す る。

力 として規定 したのは、エネルギーや力積

という次元 よりも測定 と評価判断が容易

となるからである。

①戸先端 と方立端距離500mm lB同体の

狭まれ想定)に おいて、動的ピークカは

150Nを超えてからの05s間で1400Nを超

えない、

②同上距離300mm(頭 部前後の挟まれ

想定)において、同上条件の動的ピークカ

は700Nを超えない、

③同上距離200mm(側 頭部または上腕

の挟まれ想定)において、同上条件の動的

ピークカは400Nを超えない、

④動的ピークカ除去後の静的力は4.5s問

に平均値として150Nを超えず、その後に

静的力が残留する場合、残留力は80Nを

超えない。

なお、」IS原案作成委員会では、骨折 と

い う最悪事態 に対 して、以上の数値が

十分なマージンを持つことを実験で確認

している。また、本質的安全設計で以上

の回転カカS満足できない場合、保護装置

や緩衝材、制御システムの併用によって

適合させることができる。

3)最 小隙問 :手指の巻 き込み に対 し

て、ドア羽根 と円形ウォール、天丼部、床

面間の隙間が、手指が入 らない 8mm以 下

か、押 しつぶされない25mm以 上とする。

扶
圧
カ
( N )

時間(s)

図 6 ド ア羽根回転力の変化と規定値



安 全 防護 (ステ ップ 2)の 要件 と して は、

手動操作 ・運転 に関す る規定、駆動 部 (電気 `

制 御 系 、制 動 装 置、起 動 装 置)の 安 全 性 、

構 造機構 部の安全性 、保護装置 に よる安全性

確保 、補 足手段 (緊急 停止 ス イ ッチ)、保 護装 置

を補完す る安全 防護物、警告 ・警報表示 を規定

して い る。特 に、保 護 装 置 につ いて は、各危 険

領域 に対 す る非接触 式 保 護装 置及 び/ま た は

接触 式保 護装置 の安全機 能や感 知範 囲 を規 定

している。これ らの保護装置 は少 な くとも適切

な間隔で故障検知す る機 能が要求 され るが、

機械安全 分野 で利用 されてい る保護装置 と し

て は カテ ゴ リー 2つ相 当 で最 高 レベ ルで は な

い。 これ は非接触式保護装置の高 カテ ゴリー

化 が難 しい とい う理 由に よるが 、複 数の保護

装置 に よる多重監視 や高 カテゴ リー な接触式

保護装置 の採 用が推 奨 され る。

4 4 使 用 に関 す る情 幸最

製 造 者 は、残 留 リス ク につ い て の情 報 や

運用 上の注意点等 を ドア使用者へ提 供す る。

このプロセスは、設置 ・操作説明書やマーキ ング

に よって行 われ る。据付 や設置、保 守点検 は、

製造者 (販売者)が 教育 して技 術 を身 につ け

た作 業者 が行 うこ とが明記 され る。

4.5 試 験 方法

製造 された 自動 回転 ドアが安全設計 目標 を

満足 していることを確認す るために、型式試験

が実施 され、その試験結果の保管が求め られ

る。試験項 目は、最大戸先周速度の測定、回転

力の測走、制動距離の測定、最小隙間の測定、

保護装置 の感知範 囲の測定であ り、各 々の

測定装置、渡1定箇所、淑」定方法な どが規定 さ

れる。特 に、回転力の淑」定は測定装置によ り

値がば らつ く恐れがあるため、人体の挟 まれ

状態 を模すためのスペーサ長 (最大500mm)、

受座径 (直径80mm)や ばね弾性 (500N/mm

主50N/mm)、 応答性 (時定数 5 ms)等が細か く

規定 され、床面 よ り1200mm高 さで このよう

な測定装置 を手持ちで支持 して測定する (図

これまで制定 されていなかった 自動回転 ドア

の安全性 について、JISが規定 されたことによ

り、リスクが低減 された製品が製造 され、安全

に利用で きることが期待 される。大型な自動

回転 ドアは本 質 的安全 設計 が 難 しいため、

保護装置 による安全 防護に依存 しがちである

が、 リスク低減効果の大 きい本質的方法につ

いて さらに知恵 を出 してゆ く必要があろう。

また、 ド ア利用者 もリスクは残 っていること

を 自覚 した上で利用す るような社 会通念 を

形成 してゆ く必要があろう。
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